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○御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 

平成１７年７月１１日 

条例第１４号 

改正 平成２０年９月１８日条例第３０号 

令和４年１２月１日条例第２８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

４４条の２第３項の規定に基づき、市が設置する法第２４４条第１項に規定する施設（以

下「公の施設」という。）の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な

事項を定める。 

（指定管理者の募集） 

第２条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則に定める

ところにより、指定管理者を公募する。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律

第１１７号。以下この号において「PFI法」という。）に基づき設置された公の施設の

管理をPFI法により定義される選定事業者に行わせようとする場合 

(2) 当該公の施設に併設する施設の運営法人等を指定することにより一体的な施設の活

用が図られる場合 

(3) 喫緊
きつきん

の事情等により公募する期間を十分に確保することができず、かつ、当該公の

施設の管理を指定管理者に行わせる必要がある場合 

(4) 施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、

地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が明確に期待でき

ると認める場合 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が指定する期間内に、規則に定

める書類を市長に提出しなければならない。 

（指定管理者の選定） 

第４条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次の各号に掲げる基準につき審

査し、当該公の施設の管理を行わせることが最も適当と認めるものを候補者として選定

する。 

(1) 当該公の施設の平等利用が常に確保されること。 

(2) 当該公の施設の目的を効果的に発揮することができること。 
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(3) 当該公の施設の管理を安定して行うための物的、人的能力を有していること。 

(4) 当該公の施設の管理に要する経費の縮減を図ることができると認められること。 

（指定管理者の指定） 

第５条 市長は、前条の規定により選定した候補者について、法第２４４条の２第６項の

規定による議会の議決を経て、指定管理者として指定する。 

（指定管理者の指定の告示等） 

第６条 市長は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかにその旨を告

示するとともに、指定をしたものに通知する。 

２ 市長は、第１４条の規定により指定管理者の指定の取消し等を命じたときは、速やか

にその旨を告示するとともに、指定管理者に通知する。 

（協定の締結） 

第７条 市長は、第５条の規定により指定した指定管理者と、当該公の施設の管理に関す

る協定を締結する。 

（公の施設の利用に係る料金の扱い） 

第８条 指定管理者は、その管理する公の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を収入とすることができる。 

２ 指定管理者は、前項により利用料金を収入とするときは、あらかじめ市長の承認を得

て、利用料金を定めることができる。 

３ 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、その利用料金を減額し、又は免除することができる。 

４ 指定管理者は、前２項の規定により利用料金及び利用料金の減額又は免除の基準を定

めたときは、直ちにこれを公表するとともに、利用者に周知しなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第９条 第５条の規定により指定を受けた指定管理者は、毎会計年度の終了後及び指定の

満了日後（第１４条の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消され

た日後）、３０日以内に規則で定める書類を作成し、市長に提出しなければならない。 

（業務報告の聴取等） 

第１０条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の

業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地を調査し、又は必要な指示をすることがで

きる。 

（原状回復義務） 

第１１条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第１４条の規定により指

定の取消し等を命ぜられたときは、その管理をしないこととなった公の施設の設備又は
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これらに付随する備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承

認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償義務） 

第１２条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設の設備又はこれら

に付随する備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害に相当する

額を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたと

きは、この限りでない。 

（個人情報の取扱い等） 

第１３条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（以下この条に

おいて「従事者」という。）は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、

又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若し

くは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。 

２ 従事者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項

の規定により準用する同条第１項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実

に実施することにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

３ 指定管理者（当該公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するものに限る。）

は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなった情報について公開

請求があったときは、御殿場市公文書公開条例（平成７年御殿場市条例第３７号）の定

めるところにより、情報を公開しなければならない。 

（一部改正〔令和４年条例２８号〕） 

（指定の取消し等） 

第１４条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定の取消し又

は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(1) この条例及び指定管理者が管理する公の施設の設置及び管理に関して規定する条例

又はこれらの条例に基づく規則等に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な手段により管理を行ったとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により公の施設の管

理を継続するに適当でないと認めるとき。 

（一部改正〔平成２０年条例３０号〕） 

（御殿場市指定管理者選定審査会） 

第１４条の２ 市長は、指定管理者の指定手続等に関し公平性、公正性を期するため、御

殿場市指定管理者選定審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。 
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(1) 第４条の規定による指定管理者の候補者の選定に関すること。 

(2) 前条の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止に関すること。 

(3) その他指定管理者の指定手続等に必要な事項に関すること。 

３ 審査会は、会長及び委員１０人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 知識と経験を有する者 

(2) 市職員 

(3) その他市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、１年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、規則で定める。 

（追加〔平成２０年条例３０号〕） 

（教育委員会が所管する公の施設への適用） 

第１５条 御殿場市教育委員会が所管する公の施設についてこの条例の規定を適用する場

合においては、第２条から第１２条までの規定及び第１４条中「市長」とあるのは、「教

育委員会」と、第２条、第３条、第９条、第１４条及び次条中「規則」とあるのは「教

育委員会規則」とする。 

（一部改正〔平成２０年条例３０号〕） 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に法第２４４条の２第６項による指定管理者の指定を受けて

いるものについては、平成１８年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

（御殿場市公文書公開条例の一部改正） 

３ 御殿場市公文書公開条例（平成７年御殿場市条例第３７号）の一部を次のように改正

する。 

第２０条を第２１条とし、第１９条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者の情報公開） 

第２０条 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項
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に規定する指定管理者をいう。）は、その職員が職務上作成し、又は取得した文書等

（文書、図画、写真（これらを撮影したマイクロフィルムを含む。）及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。）をいう。）であって、組織的に用いるものとして、自己が管理

している同法第２４４条第１項に規定する公の施設（以下「公の施設」という。）に

関するものの公開に努めなければならない。 

２ 実施機関は、前項の公の施設に関する文書等であって、実施機関が保有していない

ものの公開の申込みがあった場合においては、当該指定管理者に対し、当該文書等を

公開のため実施機関に提出するよう求めるものとする。 

（御殿場市個人情報保護条例の一部改正） 

４ 御殿場市個人情報保護条例（平成１５年御殿場市条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

第３５条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者に関する特例） 

第３５条の２ 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）が同法第２４４条第１項に規定する

公の施設（以下「公の施設」という。）の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う

場合については、第２章の規定を準用する。この場合において、第１６条第１項中「あ

らかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関（以下「指定実施機関」

という。）を通じて、あらかじめ」と、同条第３項中「速やかに」とあるのは「指定

実施機関を通じて、速やかに」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定する場合における第３章及び第４章の規定の適用については、第１７条

第１項中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、「保有個人情報」とあるのは

「指定管理者が保有する個人情報」と、第１８条、第１９条第１項、第２０条及び第

２１条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第２２条第１項中「実施機関

が」とあるのは「指定管理者が」と、「実施機関に」とあるのは「指定実施機関に」

と、第２３条第１項中「実施機関が」とあるのは「指定管理者が」と、「実施機関に」

とあるのは「指定実施機関に」と、第２４条、第２５条、第２６条及び第２７条中「実

施機関」とあるのは「指定実施機関」とする。 

（選定の特例措置） 

５ 市長は、この条例の施行の際、現に市が出資している法人等が管理する公の施設の指

定管理者の選定については、当分の間、公募によらず、市が出資している法人等を指定

管理者の候補者として選定することができる。 
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附 則（平成２０年９月１８日条例第３０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年１２月１日条例第２８号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


